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議案第 121 号 

令和７年度津和野町一般会計補正予算（第４号） 

 令和７年度津和野町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 298,606 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,144,179 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の追加と変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和７年 12 月 12 日提出 

津和野町長 下 森 博 之 
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第２表 地方債補正 

１．追加                        （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

緊急浚渫推進事業 7,000 証書借入 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借入し、利率の見直

しを行った後においては

当該見直し後の利率） 

借入先の定めるところに

よる。ただし、据置期間

及び償還期間を短縮し、

若しくは延長し、繰上償

還又は低利に借換えする

ことができる。 

２．変更                        （単位：千円） 

起債の目的 
補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

一般単独事業 296,700

証書借入 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直し

方式で借入

し、利率の

見直しを行

った後にお

いては当該

見直し後の 

利率） 

借入先の定

めるところ

による。た

だし、据置

期間及び償

還期間を短

縮し、若し

くは延長

し、繰上償

還又は低利

に借換えす

ることがで

きる。 

393,900

証書借入 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直し

方式で借入

し、利率の

見直しを行

った後にお

いては当該

見直し後の

利率） 

借入先の定

めるところ

による。た

だし、据置

期間及び償

還期間を短

縮し、若し

くは延長

し、繰上償

還又は低利

に借換えす

ることがで

きる。 

緊急防災・減災

事業 
30,800 36,300

緊急自然災害防

止対策事業 
39,000 55,600

辺地対策事業 57,500 55,200

過疎対策事業 1,292,800 1,332,000
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令 和 ７ 年 度  津 和 野 町 一 般 会 計 

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 











































































































1.特別職

2.一般職
(1)総括

※（　）内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員（外書き）

ア　会計年度任用職員以外の職員

イ　会計年度任用職員

※（　）内は、パートタイム会計年度任用職員（外書き）

給　　与　　費　　明　　細　　書

（単位：千円）

区　　分 職員数
給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備考
報　酬 給　料 期末手当 地域手当

寒冷地
手　当

その他の
手　当

計

補正後

長　等 3 22,860

その他
特別職

811 49,975

計 826 77,758 22,860

42,975

議　員 12 27,783 7,971

7,231 257 30,348 12,627

49,975 8,326 58,301

35,754 6,636 42,390

257 116,077 27,589 143,66615,202

議　員 10 25,584 7,857 33,441

257 30,348 12,627 42,975長　等 3 22,860 7,231

6,636 40,077

その他
特別職

811 49,022 49,022 8,326 57,348

計 824 74,606 22,860 15,088

議　員 2 2,199 114
比　較

長　等

257 112,811 27,589 140,400

補正前

2,313 2,313

953 953
その他
特別職

953

3,266 3,266計 2 3,152 114

区　　分 職員数
給　　　　与　　　　費

共済費 合　計 備考
報　酬 給　料 職員手当 計

290,153 1,494,522
156

補正前
(171)

221,069 559,587 394,430 1,175,086

補正後
(180)

228,443 577,364 398,562 1,204,369

288,135 1,463,221
156

比　較
(9)

7,374 17,777 4,132 29,283 2,018 31,301

管理職
手　当

管理職員
特別勤務
手当

扶　養
手　当

通　勤
手　当

合　計

補正後 4,999 39 15,990 19,030 60 306,455 39,557 1,735

特　殊
勤　務
手　当

期　末
勤　勉
手　当

時間外
勤　務
手　当

宿日直
手　当

住居
手当

地域
手当

9,843 854 398,562

補正前 4,999 16 15,924 20,277 60 301,836 38,430 1,615 10,444 829 394,430

4,132

区　　分 職員数
給　　　　与　　　　費

共済費 合　計 備考
報　酬 給　料 職員手当

4,619 1,127 120 △ 601 25比　較 23 66 △ 1,247

計

職員手当
の

内　　訳

区　分

229,608 978,726
118

補正前
(4)

463,075 271,873 734,948 228,902 963,850
118

補正後
(3)

476,803 272,315 749,118

比　較
（△1）

13,728 442 14,170 706 14,876

※（　）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

職員手当
の

内　　訳

区　分
管理職
手　当

管理職員
特別勤務
手　当

扶　養
手　当

補正前 4,999 16 15,924 16,357 60

地域
手当

合　計

補正後 4,999 39 15,990 15,237 60 188,648 35,827

通　勤
手　当

特　殊
勤　務
手　当

期　末
勤　勉
手　当

時間外
勤　務
手　当

宿日直
手　当

住居
手当

187,990 34,887 1,615 9,196 829 271,873

1,735 8,926 854 272,315

658 940 120 △ 270 25 442比　較 23 66 △ 1,120

区　　分 職員数
給　　　　与　　　　費

共済費 合　計 備考
報　酬 給　料 職員手当 計

60,545 515,796
38

補正前
(167)

221,069 96,512 122,557 440,138

補正後
(177)

228,443 100,561 126,247 455,251

59,233 499,371
38

比　較
10

7,374 4,049 3,690 15,113 1,312 16,425

管理職員
特別勤務
手　当

扶　養
手　当

通　勤
手　当

合　計

補正後 3,793 117,807 3,730

特　殊
勤　務
手　当

期　末
勤　勉
手　当

時間外
勤　務
手　当

宿日直
手　当

住居
手当

地域
手当

917

△ 127

126,247

補正前 3,920 113,846 3,543 1,248 122,557

職員手当
の

内　　訳

区　分
管理職
手　当

3,6903,961 187 △ 331比　較
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(2)給料及び手当の増減額の明細

(3)給料及び職員手当の状況
①職員1人当たりの給与

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

②初任給

③級別職員数

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。
(級別の標準的な職務内容)

給

料

17,777

給与改定に伴う増減分 17,777 給与改定に伴う増 17,777

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　明 備　考

昇給に伴う増加分

その他の増減分

その他の増減分 △ 487

管理職員特別勤務手当
扶養手当
通勤手当
時間外勤務手当
宿日直手当
住居手当
地域手当

23
66

△1,247
1,127
120
△601
25

職
員
手
当

4,132

制度改正に伴う増減分 4,619 期末勤勉手当 4,619

区　　　分 行政職（一） 行政職（二）

補正後

324,501 365,329

371,813 406,293

39.9 49.0

区　　分
行政職（一）
（円）

行政職（二）
（円）

国　の　制　度

行政職（一）
（円）

行政職（二）
（円）

補正前

313,759 332,913

360,842 370,512

39.9 50.5

高校卒 200,300 198,200 200,300 －

大学卒 232,000 － 232,000 －

区　　　　分
行政職（一） 行政職（二）

級 職員数 構成比(%) 級 職員数 構成比(%)

補正後

1級 22 19.8 1級 1

3級 30 27.0 3級

6級 10 9.0 6級

4級 19 17.1 4級

14.3

2級 8 7.2 2級

5級 22 19.8 5級 6 85.7

計 111 100.0 計 7 100.0

7級 7級

補正前

1級 22 19.8 1級 1

3級 30 27.0 3級

6級 10 9.0 6級

4級 19 17.1 4級

14.3

2級 8 7.2 2級

5級 22 19.8 5級 6 85.7

計 111 100.0 計 7 100.0

7級 7級

6級 7級

行政職（一）

主　事 副主任主事 主任主事 係　長 課長補佐 会計管理者 参　事

区　　　　分 1級 2級 3級 4級 5級

保健師 副主任保健師 主任保健師 企画員 園　長
技　師 副主任技師 主任技師 主　幹 副園長 課　長

社会福祉士 副主任社会福祉士 主任社会福祉士
保育士 副主任保育士 主任保育士

公認心理師 副主任公認心理師 主任公認心理師
管理栄養士 副主任管理栄養士 主任管理栄養士
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④昇給

⑤期末手当、勤勉手当

⑥定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

⑦特殊勤務手当

⑧その他の手当

7

　昇給に係る職員数　 (B)人 118 111 7

区　　　　　分 合　　計
代表的な職種

行政職（一） 行政職（二）

補
正
後

　職　員　数　 (A)人 118 111

号級数別内訳

1号級（人） 1 1

2号級（人） 10 7 3

4号級（人）

8号級（人）

3号級（人） 8 8

90 87 3

6号級（人） 9 8 1

7

　昇給に係る職員数　 (B)人 118 111 7

　比率（B）/（A） （%） 100 100 100

　職　員　数　 (A)人 118 111

3号級（人） 8 8

91 88 3

6号級（人） 8 7 1

　比率（B）/（A） （%） 100 100 100

区　　　分
支給期別支給率 支給率計

（月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備　　　考

補
正
前 号級数別内訳

1号級（人） 1 1

2号級（人） 10 7 3

4号級（人）

8号級（人）

有

補正前 2.3 2.3 4.60 有

6月（月分） 12月（月分）

補正後 2.3 2.35 4.65

区　　　分
20年勤続の者
（月分）

25年勤続の者
（月分）

30年勤続の者
（月分）

最高限度
（月分）

その他の加算措置等

国の制度 2.3 2.35 4.65 有

国の制度
（支給率等）

同上 同上 同上 同上 同上

支給率等 24.586875 33.27075 40.80375 47.709
定年前早期退職特例措置

1～21%加算

区　　　　　　分 全職種
代表的な職種

行政職（一） 行政職（二）

　給料総額に対する比率 （％） 0.01 0.01 －

　支給対象職員の比率
　　(令和7年4月1日現在)

(％) 12.7 13.5 －

　代表的な特殊勤務手当の名称 各種徴収外勤従事手当 各種徴収外勤従事手当 －

住居手当 異なる
支給対象となる家賃額の下限：国16,000円、町12,000円
手当の上限額：国28,000円、町27,000円

通勤手当 同じ

区　　　　　　分 国の制度との差異 差　　異　　の　　内　　容

扶養手当 同じ
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